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【手続補正書】
【提出日】令和1年9月17日(2019.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　すなわち本発明は、下記［１］～［２］を提供する。
［１］潤滑油組成物であって、前記潤滑油組成物は、基油（Ａ）と、金属非含有硫黄系酸
化防止剤（Ｂ）と、分子内にピペリジン誘導骨格を１つ有するヒンダードアミン系酸化防
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止剤（Ｃ）とを含有してなり、前記金属非含有硫黄系酸化防止剤（Ｂ）の硫黄原子換算の
含有量が、前記潤滑油組成物全量基準で８００質量ｐｐｍ以上であり、前記ヒンダードア
ミン系酸化防止剤（Ｃ）の窒素原子換算の含有量が、前記潤滑油組成物全量基準で１００
質量ｐｐｍ以上４００質量ｐｐｍ以下であり、前記潤滑油組成物の硫酸灰分が０．７０質
量％以下であり、前記潤滑油組成物の全塩基価が４．０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上である、潤滑
油組成物。
［２］基油（Ａ）と、金属非含有硫黄系酸化防止剤（Ｂ）と、分子内にピペリジン誘導骨
格を１つ有するヒンダードアミン系酸化防止剤（Ｃ）とを含む潤滑油組成物を調製する工
程を有し、下記条件（ｉ）～（iv）を満たすように前記調製を行う、潤滑油組成物の製造
方法。
（ｉ）前記金属非含有硫黄系酸化防止剤（Ｂ）の硫黄原子換算の含有量が、前記潤滑油組
成物全量基準で８００質量ｐｐｍ以上。
（ii）前記ヒンダードアミン系酸化防止剤（Ｃ）の窒素原子換算の含有量が、前記潤滑油
組成物全量基準で１００質量ｐｐｍ以上４００質量ｐｐｍ以下。
（iii）前記潤滑油組成物の硫酸灰分が０．７０質量％以下。
（iv）前記潤滑油組成物の全塩基価が４．０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
［潤滑油組成物］
　本実施形態の潤滑油組成物は、基油（Ａ）と、金属非含有硫黄系酸化防止剤（Ｂ）と、
分子内にピペリジン誘導骨格を１つ有するヒンダードアミン系酸化防止剤（Ｃ）とを含有
してなり、前記金属非含有硫黄系酸化防止剤（Ｂ）の硫黄原子換算の含有量が、潤滑油組
成物全量基準で８００質量ｐｐｍ以上であり、前記ヒンダードアミン系酸化防止剤（Ｃ）
の窒素原子換算の含有量が、潤滑油組成物全量基準で１００質量ｐｐｍ以上４００質量ｐ
ｐｍ以下であり、潤滑油組成物の硫酸灰分が０．７０質量％以下であり、潤滑油組成物の
全塩基価が４．０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上である、ものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
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【表１】

【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
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【表２】
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